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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第２部門第１区分
【発行日】平成29年1月5日(2017.1.5)

【公表番号】特表2014-527909(P2014-527909A)
【公表日】平成26年10月23日(2014.10.23)
【年通号数】公開・登録公報2014-058
【出願番号】特願2014-531362(P2014-531362)
【国際特許分類】
   Ｂ０１Ｊ  29/74     (2006.01)
   Ｂ０１Ｄ  53/94     (2006.01)
   Ｆ０１Ｎ   3/10     (2006.01)
   Ｆ０１Ｎ   3/24     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｂ０１Ｊ   29/74     　　　Ａ
   Ｂ０１Ｄ   53/36     １０４Ｂ
   Ｆ０１Ｎ    3/10     　　　Ａ
   Ｆ０１Ｎ    3/24     　　　Ｃ
   Ｆ０１Ｎ    3/24     　　　Ｅ

【誤訳訂正書】
【提出日】平成28年11月14日(2016.11.14)
【誤訳訂正１】
【訂正対象書類名】特許請求の範囲
【訂正対象項目名】全文
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ａ）担体基材と、
　ｂ）ディーゼル酸化触媒材料であって、
　ｂ１）担体基材上に位置する第一層と、
　ｂ２）第一層の上に位置する第二層（該第二層は、金属酸化物含有支持体材料上にそれ
ぞれ含浸したパラジウムと白金を含む）を含むディーゼル酸化触媒材料（ただし、第一層
の白金：パラジウム質量比が第二層の白金：パラジウム質量比より小さい）　
とを含み、
　前記第一層は、セリア含有支持体材料上に含浸したパラジウムを含み、
前記セリア含有支持体材料は、支持体材料の総質量に対して少なくとも４５質量％の量で
セリアを含むことを特徴とする層状ディーゼル酸化触媒（ＤＯＣ）。
【請求項２】
　第一層の白金：パラジウム質量比が０：１～１．１：１の範囲である請求項１に記載の
層状ディーゼル酸化触媒。
【請求項３】
　第二層の白金：パラジウム質量比が１：０～１．１：１の範囲である請求項１または２
に記載の層状ディーゼル酸化触媒。
【請求項４】
　第二層の白金：パラジウム質量比に対する第一層の白金：パラジウム質量比の比が０．
９以下である請求項１～３のいずれか一項に記載の層状ディーゼル酸化触媒。
【請求項５】
　第一層の支持体材料のセリア含量が、支持体材料の総質量に対して少なくとも６５質量
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％である請求項１～４のいずれか一項に記載の層状ディーゼル酸化触媒。
【請求項６】
　第一層の支持体材料がさらにジルコニア及び／又はアルミナを含む請求項１～５のいず
れか一項に記載の層状ディーゼル酸化触媒。
【請求項７】
　第一層の支持体材料がさらに、Ｌａ２Ｏ３、Ｐｒ６Ｏ１１、ＨｆＯ２、Ｙ２Ｏ３、Ｙｂ

２Ｏ３、ＹｂＯ、Ｎｄ２Ｏ３、ＮｄＯ、ＷＯ３、ＳｉＯ２、ＴｉＯ２、及びこれらの二つ
以上の組み合わせからなる群から選ばれる改質剤を含む請求項１～６のいずれか一項に記
載の層状ディーゼル酸化触媒。
【請求項８】
　第二層の支持体材料が、アルミナ、ジルコニア、シリカ、チタニア、シリカ－アルミナ
、アルミナ－ジルコニア、チタニア－シリカ、チタニア－ジルコニア、チタニア－アルミ
ナ、及びこれらの二つ以上の組み合わせからなる群から選ばれる金属酸化物を含む請求項
１～７のいずれか一項に記載の層状ディーゼル酸化触媒。
【請求項９】
　第二層のセリア含量が５質量％以下である請求項１～８のいずれか一項に記載の層状デ
ィーゼル酸化触媒。
【請求項１０】
　第一層のパラジウム含量が６～６０ｇ／ｆｔ３である請求項１～９のいずれか一項に記
載の層状ディーゼル酸化触媒。
【請求項１１】
　第一層の白金含量が１５～４０ｇ／ｆｔ３である請求項１～１０のいずれか一項に記載
の層状ディーゼル酸化触媒。
【請求項１２】
　第二層が白金とパラジウムを総量で３０～１８０ｇ／ｆｔ３含む請求項１～１１のいず
れか一項に記載の層状ディーゼル酸化触媒。
【請求項１３】
　上記ディーゼル酸化触媒材料が白金とパラジウムを総量で３０～２４０ｇ／ｆｔ３含む
請求項１～１２のいずれか一項に記載の層状ディーゼル酸化触媒。
【請求項１４】
　第二層がさらに炭化水素貯蔵化合物を含む請求項１～１３のいずれか一項に記載の層状
ディーゼル酸化触媒。
【請求項１５】
　さらに、上記担体基材と第一層の間に下塗層を含む請求項１～１４のいずれか一項に記
載の層状ディーゼル酸化触媒。
【請求項１６】
　上記下塗層がアルミナを含む請求項１５に記載の層状ディーゼル酸化触媒。
【請求項１７】
　上記担体基材がフロースルー型基材または壁面流型基材である請求項１～１６のいずれ
か一項に記載の層状ディーゼル酸化触媒。
【請求項１８】
　上記担体基材が、コージェライト、コージェライト－アルミナ、窒化ケイ素、炭化ケイ
素、ジルコンムライト、リチア輝石、アルミナ－シリカマグネシア、ケイ酸ジルコニウム
、ミシリマナイト、ケイ酸マグネシウム、ジルコン、ペタル石、アルミナ、アルミノケイ
酸塩、及びこれらの２つ以上の組み合わせからなる群から選ばれる材料を含む請求項１～
１７のいずれか一項に記載の層状ディーゼル酸化触媒。
【請求項１９】
　さらに、
　ｂ３）第二層の上に位置する第三層、
　を含み
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　該第三層は、セリア含有支持体材料上に含浸したパラジウムを含み、
　前記第三層のセリア含有支持体材料は、支持体材料の総質量に対して少なくとも４５質
量％の量でセリアを含む（ただし、第三層の白金：パラジウム質量比が第二層の白金：パ
ラジウム質量比より小さい）請求項１～１８のいずれか一項に記載の層状ディーゼル酸化
触媒。
【請求項２０】
　第二層の白金：パラジウム質量比に対する第三層の白金：パラジウム質量比の比が０．
９以下である請求項１９に記載の層状ディーゼル酸化触媒。
【請求項２１】
　第三層の支持体材料のセリア含量が、支持体材料の総質量に対して少なくとも６５質量
％である請求項１９または２０に記載の層状ディーゼル酸化触媒。
【請求項２２】
　第三層の支持体材料がさらにジルコニア及び／又はアルミナを含む請求項１９～２１の
いずれか一項に記載の層状ディーゼル酸化触媒。
【請求項２３】
　第三層の支持体材料がさらに、Ｌａ２Ｏ３、Ｐｒ６Ｏ１１、ＨｆＯ２、Ｙ２Ｏ３、Ｙｂ

２Ｏ３、ＹｂＯ、Ｎｄ２Ｏ３、ＮｄＯ、ＷＯ３、ＳｉＯ２、ＴｉＯ２、及びこれらの二つ
以上の組み合わせからなる群から選ばれる改質剤を含む請求項１９～２２のいずれか一項
に記載の層状ディーゼル酸化触媒。
【請求項２４】
　第三層のパラジウム含量が２～３０ｇ／ｆｔ３である請求項１９～２３のいずれか一項
に記載の層状ディーゼル酸化触媒。
【請求項２５】
　第三層の白金含量が４～１６ｇ／ｆｔ３である請求項１９～２４のいずれか一項に記載
の層状ディーゼル酸化触媒。
【請求項２６】
　第三層がさらに炭化水素貯蔵化合物を含む請求項１９～２５のいずれか一項に記載の層
状ディーゼル酸化触媒。
【請求項２７】
　ディーゼルエンジンのガス状排気流を処理するシステムに含まれる請求項１～２６のい
ずれか一項に記載の層状ディーゼル酸化触媒であって、該システムがさらに、
　排気マニホルドを経由してディーゼルエンジンに流動的に連通している排気管と、
　層状ディーゼル酸化触媒複合化物と流体的に連通する、触媒すすフィルター（ＣＳＦ）
と選択的接触還元（ＳＣＲ）装置とＮＯｘ貯蔵接触還元（ＮＳＲ）装置の内の一つ以上を
含む請求項１～２６のいずれか一項に記載の層状ディーゼル酸化触媒。
【請求項２８】
　請求項１～２６のいずれか一項に記載の層状ディーゼル酸化触媒の製造方法であって、
（ｉ）担体基材を準備する工程と；　
（ｉｉ）必要ならこの担体基材上に下塗層を塗布する工程と、
（ｉｉｉ）この担体基材または下塗層上に第一層を塗布する工程と、
（ｉｖ）第一層上に第二層を塗布する工程（ただし、第二層は、金属酸化物含有支持体材
料上に含浸したパラジウムと白金をそれぞれ含み、第一層の白金：パラジウム質量比は、
第二層の白金：パラジウム質量比より小さい）と、
（ｖ）　必要なら第二層上に第三層を塗布する工程、
を含み、
　前記第一層は、セリア含有支持体材料上に含浸したパラジウムを含み、該セリア含有支
持体材料は、支持体材料の総質量に対して少なくとも４５質量％の量でセリアを含み、
　前記第三層は、セリア含有支持体材料上に含浸したパラジウムを含み、該セリア含有支
持体材料は、支持体材料の総質量に対して少なくとも４５質量％の量でセリアを含み、第
三層の白金：パラジウム質量比は、第二層の白金：パラジウム質量比より小さいことを特
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徴とする方法。
【請求項２９】
　ディーゼルエンジンのガス状排気流の処理システムであって、　
排気マニホルドを経由してディーゼルエンジンに流動的に連通している排気管と、
　請求項１～２６のいずれか一項に記載の層状ディーゼル酸化触媒（ただし、その担体基
材が壁面流型基材またはフロースルー基材である）と、
　層状ディーゼル酸化触媒複合化物と流体的に連通する、触媒すすフィルター（ＣＳＦ）
と選択的接触還元（ＳＣＲ）装置とＮＯｘ貯蔵接触還元（ＮＳＲ）装置の内の一つ以上を
含むシステム。　
【請求項３０】
　触媒すすフィルターを含み、上記層状ディーゼル酸化触媒が該触媒すすフィルターの上
流に位置する請求項２９に記載のシステム。
【請求項３１】
　請求項１～２６のいずれか一項に記載の層状ディーゼル酸化触媒のディーゼルエンジン
のガス状排気流の処理への利用。
【誤訳訂正２】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００１２
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００１２】
  層状ディーゼル酸化触媒（ＤＯＣ）であって、
  ａ）担体基材と、
  ｂ）ディーゼル酸化触媒材料であって、
  ｂ１）担体基材上に位置する第一層（該第一層は、セリア含有支持体材料上に含浸した
パラジウムと、必要なら白金を含み、上記セリア含有支持体材料は、支持体材料の総質量
に対して少なくとも４５質量％の量のセリアを含む）と
  ｂ２）第一層の上に位置する第二層（該第二層は、金属酸化物含有支持体材料上にそれ
ぞれ含浸したパラジウムと白金を含む）
をもつディーゼル酸化触媒材料
（ただし、第一層の白金：パラジウム質量比が第二層の白金：パラジウム質量比より小さ
い）とを含む層状ディーゼル酸化触媒（ＤＯＣ）が提供される。
【誤訳訂正３】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００１３
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００１３】
  また、このような層状ディーゼル酸化触媒の製造方法であって、
  （ｉ）担体基材を調整する工程と、
  （ｉｉ）必要ならこの担体基材上に下塗層を塗布する工程、
  （ｉｉｉ）この担体基材または下塗層上に第一層を塗布する工程（ただし、この第一層
は、セリア含有支持体材料上に含浸したパラジウムと必要なら白金を含み、上記セリア含
有支持体材料は、支持体材料の総質量に対して少なくとも４５質量％の量のセリアを含む
）と、
  （ｉｖ）第一層上に第二層を塗布する工程（ただし、第二層は、金属酸化物含有支持体
材料上に含浸したパラジウムと白金をそれぞれ含み、第一層の白金：パラジウム質量比が
、第二層の白金：パラジウム質量比より小さい）と、また  （ｖ）必要なら第二層上に第
三層を塗布する工程（ただし、第三層は、セリア含有支持体材料上に含浸したパラジウム
と必要なら白金を含み、上記セリア含有支持体材料は、支持体材料の総質量に対して少な
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くとも４５質量％の量のセリアを含み、
　第三層の白金：パラジウム質量比は、第二層の白金：パラジウム質量比より小さい）を
含む製造方法が提供される。
【誤訳訂正４】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００１７
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００１７】
  本発明は、層状ディーゼル酸化触媒（ディーゼル酸化触媒）であって、
  ａ）担体基材と
  ｂ）ディーゼル酸化触媒材料であって、
  ｂ１）担体基材上に位置する第一層（該第一層は、セリア含有支持体材料上に含浸した
パラジウムと、必要なら白金を含み、該セリア含有支持体材料は、支持体材料の総質量に
対して少なくとも４５質量％の量のセリアを含む）と
  ｂ２）第一層の上に位置する第二層（該第二層は、金属酸化物含有支持体材料上にそれ
ぞれ含浸したパラジウムと白金を含む）
をもつディーゼル酸化触媒材料（ただし、第一層の白金：パラジウム質量比が第二層の白
金：パラジウム質量比より小さい）とを含む層状ディーゼル酸化触媒（ＤＯＣ）を含むも
のに関する。
【誤訳訂正５】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００２４
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００２４】
  本発明では、第一層は、セリア含有支持体材料上に含浸したパラジウムを含み、該セリ
ア含有支持体材料は、支持体材料の総質量に対して少なくとも４５質量％の量のセリアを
含む。
【誤訳訂正６】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００５６
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００５６】
  一般的に、この層状ディーゼル酸化触媒の層数に関して特に制限はない。このディーゼ
ル酸化触媒材料は、少なくとも、
  ｂ１）担体基材上に位置する第一層であって、セリア含有支持体材料（該セリア含有支
持体材料は、支持体材料の総質量に対して少なくとも４５質量％の量のセリアを含む）上
に含浸したパラジウムを含む層と
  ｂ２）第一層の上にある第二層であって、金属酸化物含有支持体材料に含浸したパラジ
ウムと白金をそれぞれ含む層（ただし、第一層の白金：パラジウム質量比が第二層の白金
：パラジウム質量比より小さく、層状ディーゼル酸化触媒の層数は変動しうる）とを含む
。
  この層状ディーゼル酸化触媒が、さらに、
  ｂ３）第二層の上に位置する第三層であって、セリア含有支持体材料（該セリア含有支
持体材料は、支持体材料の総質量に対して少なくとも４５質量％の量のセリアを含む）上
に含浸したパラジウムと必要なら白金を含む層（ただし、第三層の白金：パラジウム質量
比は、第二層の白金：パラジウム質量比より小さい）を含むことが好ましい。
【誤訳訂正７】
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【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００５７
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００５７】
  したがって、本発明は、上記ディーゼル酸化触媒であって、さらにｂ３）第二層の上に
位置する第三層であって、
  セリア含有支持体材料（該セリア含有支持体材料は、支持体材料の総質量に対して少な
くとも４５質量％の量のセリアを含む）上に含浸したパラジウムと必要なら白金を含む層
（ただし、第三層の白金：パラジウム質量比は、第二層の白金：パラジウム質量比より小
さい）を含むものに関する。
【誤訳訂正８】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００５９
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００５９】
  したがって、本発明はまた、上記ディーゼル酸化触媒であって、第三層の白金：パラジ
ウム質量比と第二層の白金：パラジウム質量比の比が０．９以下であるものに関する。本
発明では、第三層が存在する場合、この第三層は、セリア含有支持体材料（該セリア含有
支持体材料は、支持体材料の総質量に対して少なくとも４５質量％の量のセリアを含む）
上に含浸したパラジウムを含む。第三層の支持体材料のセリア含量は、支持体材料の総質
量に対して好ましくは少なくとも６５質量％であり、より好ましくは少なくとも８５質量
％、最も好ましくは少なくとも９５質量％である。
【誤訳訂正９】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００７８
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００７８】
  したがって、本発明はまた、上記層状ディーゼル酸化触媒の製造方法であって、
  （ｉ）担体基材を調整する工程と、
  （ｉｉ）必要ならこの担体基材上に下塗層を塗布する工程と、
  （ｉｉｉ）この担体基材または下塗層上に第一層を塗布する工程（ただし、この第一層
は、セリア含有支持体材料上に含浸したパラジウムと必要なら白金を含み、該セリア含有
支持体材料は、支持体材料の総質量に対して少なくとも４５質量％の量のセリアを含む）
と；  
  （ｉｖ）第一層上に第二層を塗布する工程（ただし、第二層は、金属酸化物含有支持体
材料上に含浸したパラジウムと白金をそれぞれ含み、第一層の白金：パラジウム質量比は
、第二層の白金：パラジウム質量比より小さい）と、
  （ｖ）必要なら第二層上に第三層を塗布する工程（ただし、第三層は、セリア含有支持
体材料上に含浸したパラジウムと必要なら白金を含み、該セリア含有支持体材料は、支持
体材料の総質量に対して少なくとも４５質量％の量のセリアを含み、第三層の白金：パラ
ジウム質量比は、第二層の白金：パラジウム質量比より小さい）を含む方法に関する。
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